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鏡

唐
鏡
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鏡
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承
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承

前
承
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承

前
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森
田

貴
之

森
田

貴
之

森
田

貴
之

森
田

貴
之

〇
、
は
じ
め
に

鎌
倉
時
代
の
儒
者
藤
原
茂
範
の
手
に
な
っ
た
仮
名
中
国
通
史
『
唐
鏡
』

の
出
典
に
つ
い
て
は
、
正
史
を
中
心
に
調
査
さ
れ
た
平
澤
五
郎
氏
の
成
果

が
あ
っ
た

（
一

）。
平
澤
氏
は
、
主
に
『
史
記
』
『
漢
書
』
『
後
漢
書
』
『
三
国

志
』
『
晋
書
』
な
ど
の
正
史
と
『
唐
鏡
』
の
記
事
を
比
較
検
討
さ
れ
た
。

中
国
編
年
史
の
基
礎
資
料
と
し
て
、
ま
ず
第
一
に
正
史
が
用
い
ら
れ
る
こ

と
は
当
然
と
言
え
よ
う
。
加
え
て
、
類
書
・
注
釈
書
な
ど
を
中
心
と
す
る

小
田
切
文
洋
氏
、
山
田
尚
子
氏
の
研
究
も
あ
っ
た
。
注
釈
書
は
学
者
で
あ

る
藤
原
茂
範
の
知
識
背
景
と
し
て
首
肯
す
べ
き
も
の
で
あ
る
し
、
山
田
氏

の
強
調
す
る
『
明
文
抄
』
も
茂
範
の
祖
父
孝
範
の
手
に
な
る
も
の
で
、
南

家
の
学
問
の
先
人
の
著
作
と
し
て
、
強
く
意
識
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
だ

ろ
う

（
二

）。

加
え
て
、
筆
者
は
、
前
稿
「
『
唐
鏡
』
考
―

法
琳
の
著
作
の
受
容

―
」
『
台
大
日
本
語
文
研
究
』
第
二
〇
期
（
二
〇
一
〇
年
一
二
月
）
に

お
い
て
、
『
唐
鏡
』
の
仏
教
関
連
記
事
の
多
く
が
、
唐
の
法
琳
の
護
法
論

『
弁
正
論
』
に
拠
っ
て
い
る
こ
と
を
論
じ
た
。

本
稿
で
も
、
前
稿
同
様
に
仏
教
史
的
記
述
と
法
琳
『
弁
正
論
』
に
注
目

す
る
。
前
稿
で
は
、
主
に
平
澤
氏
が
「
典
拠
未
詳
」
と
さ
れ
て
い
た
箇
所

を
取
り
上
げ
、
そ
の
典
拠
と
し
て
『
弁
正
論
』
を
指
摘
し
た
。
本
稿
で
は
、

平
澤
氏
が
す
で
に
典
拠
を
示
さ
れ
て
い
た
箇
所
も
含
め
、
そ
の
典
拠
を
再

検
討
し
、
『
唐
鏡
』
の
仏
教
史
が
ど
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
か

を
考
え
た
い
。
さ
ら
に
、
『
弁
正
論
』
が
仏
教
関
連
記
事
以
外
に
も
用
い

ら
れ
た
箇
所
を
併
せ
て
指
摘
し
、
前
稿
の
失
考
を
補
い
た
い
。

一
、
『
明
文
抄
』
と
の
関
係

『
唐
鏡
』
中
に
散
見
さ
れ
る
仏
教
説
話
は
、
そ
の
多
く
を
唐
の
法
琳
の

護
法
論
『
弁
正
論
』
に
拠
っ
て
い
る
。
一
方
で
、
同
じ
法
琳
の
著
作
で
あ

る
『
破
邪
論
』
の
場
合
で
は
、
関
連
記
事
を
有
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
典
拠

と
し
て
い
な
い
場
合
も
存
在
す
る
。
前
稿
で
は
、
『
弁
正
論
』
受
容
箇
所

の
み
に
注
目
し
た
た
め
、
そ
れ
ら
の
箇
所
に
は
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。『
弁

正
論
』
を
典
拠
と
し
な
い
仏
教
関
連
記
事
か
ら
、
『
唐
鏡
』
述
作
の
過
程

を
追
い
、
あ
ら
た
め
て
法
琳
の
著
作
の
位
置
づ
け
を
図
り
た
い
。

ま
ず
、
秦
の
始
皇
帝
の
時
代
に
漢
土
に
仏
教
が
伝
来
し
た
も
の
の
、
始

皇
帝
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
と
語
る
、
巻
二
「
天
竺
沙
門
持
来
仏

教
事
」
を
取
り
上
げ
る

（
三

）。
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こ
の
御
時
、
天
竺
の
沙
門
、
仏
教
を
持
来
し
を
、
始
皇
信
じ
た
ま
は

ず
し
て
、
獄
舎
に
禁
ぜ
ら
れ
ぬ
。
金
剛
丈
六
の
人
き
た
り
て
、
獄
門

を
や
ぶ
り
て
、
沙
門
を
い
だ
し
た
ま
ひ
ぬ
。

平
澤
氏
は
こ
の
記
事
に
つ
い
て
は
、
『
今
昔
物
語
集
』
巻
六
「
震
旦
秦

始
皇
帝
時
天
竺
僧
渡
語
第
一
」
、
『
打
聞
集
』
「
釈
迦
如
来
験
事
」
、
『
宇
治

拾
遺
物
語
』
巻
一
五

－

一
〇
「
秦
始
皇
天
竺
よ
り
来
僧
禁
獄
の
事
」
な
ど
、

本
朝
で
の
類
話
を
挙
げ
て
お
ら
れ
る
が
、
漢
籍
等
に
は
言
及
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
。
『
今
昔
物
語
集
』
な
ど
で
は
、
比
較
的
長
文
の
説
話
で
あ
る
の

に
対
し
、『
唐
鏡
』
は
、
右
の
よ
う
な
簡
潔
な
記
述
し
か
持
た
な
い
た
め
、

出
典
の
断
定
は
困
難
と
み
て
、
あ
え
て
保
留
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
、
秦
の
時
代
に
漢
土
に
仏
教
が
伝
来
し
て
い
た
と
す
る
説
は
、
中

国
で
は
、
『
歴
代
三
宝
紀
』
を
初
出
と
し
、
道
安
お
よ
び
朱
士
行
の
『
経

録
』
を
引
く
と
い
う
体
裁
で
法
琳
の
『
破
邪
論
』
に
も
見
ら
れ
、
仏
教
渡

来
の
初
例
と
し
て
、
仏
教
史
上
重
要
な
出
来
事
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
以

下
に
『
歴
代
三
宝
紀
』
お
よ
び
『
破
邪
論
』
の
例
を
挙
げ
て
お
く
。

又
始
皇
時
。
有
諸
沙
門
釈
利
防
等
十
八
賢
者
。
齎
経
来
化
。
始
皇
弗

従
。
遂
禁
利
防
等
。
夜
有
金
剛
丈
六
人
来
破
獄
出
之
。
始
皇
驚
怖
稽

首
謝
焉
。

（
『
歴
代
三
宝
紀
』
巻
一
「
帝
年
上
周
秦
」
）

（
四

）

如
釈
道
安
朱
士
行
等
経
録
目
云
。
始
皇
之
時
。
有
外
国
沙
門
釈
利
房

等
一
十
八
賢
者
。
齎
持
仏
経
来
化
始
皇
。
始
皇
弗
従
。
遂
囚
禁
房
等
。

夜
有
金
剛
丈
六
人
。
来
破
獄
出
之
。
始
皇
驚
怖
。
稽
首
謝
焉
。

（
『
破
邪
論
』
巻
下
）
（

五
）

共
に
簡
略
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
ら
と
比
し
て
も
、
前
掲
の
『
唐

鏡
』
の
記
述
は
さ
ら
に
簡
潔
で
、
両
書
と
も
に
『
唐
鏡
』
の
典
拠
と
は
即

断
で
き
な
い
。
『
唐
鏡
』
の
記
述
と
最
も
近
い
も
の
と
し
て
は
、
『
唐
鏡
』

の
重
要
な
典
拠
の
一
つ
で
あ
る
、
『
明
文
抄
』
巻
一
「
帝
道
部
」
の
記
述

が
指
摘
で
き
る
。

秦
（
不
受
五
徳
。
昭
襄
王
滅
周
遷
九
鼎
。
六
君
四
十
九
年
。
第
四
主

蜂
準
。
長
日
滅
六
国
始
称
皇
帝
。
造
伝
国
璽
。
蒙
恬
造
筆
。
是
時
沙

門
持
来
仏
教
。
始
皇
不
信
禁
獄
。
金
剛
丈
六
人
来
。
破
獄
門
出
之
。

仍
仏
法
擁
。）

（
『
明
文
抄
』
巻
一
「
帝
道
部
」
）

（
六

）

こ
の
『
明
文
抄
』
の
記
事
は
、『
歴
代
三
宝
紀
』
等
に
明
記
さ
れ
る
「
利

房
」
と
い
う
沙
門
の
名
前
を
出
さ
な
い
点
、
「
獄
を
破
り
て
」
で
は
な
く

「
獄
門
を
や
ぶ
り
て
」
と
す
る
点
な
ど
の
細
部
が
上
掲
の
他
の
文
献
よ
り

も
『
唐
鏡
』
に
近
い
。
『
唐
鏡
』
は
「
天
竺
沙
門
持
来
仏
教
事
」
に
関
し

て
は
『
明
文
抄
』
を
参
照
し
て
い
る
ら
し
い
。

前
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
、
『
唐
鏡
』
の
記
事
の
う
ち
、
こ
の
種
の
仏
教

史
に
関
わ
る
記
述
に
お
い
て
は
、
法
琳
の
著
作
『
弁
正
論
』
が
頻
繁
に
用

い
ら
れ
、
そ
の
主
な
部
分
を
形
成
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
同
じ

法
琳
の
著
作
で
あ
る
『
破
邪
論
』
に
も
同
様
の
記
事
が
あ
り
な
が
ら
、
そ

れ
に
は
拠
ら
ず
、
あ
え
て
『
明
文
抄
』
に
拠
っ
て
記
事
を
構
成
し
た
こ
と

に
な
る
。

『
唐
鏡
』
が
『
明
文
抄
』
に
よ
っ
て
仏
教
史
を
記
述
す
る
、
こ
う
し
た

例
は
、
後
漢
の
明
帝
の
時
代
、
夢
告
に
よ
っ
て
、
仏
法
が
伝
来
し
、
始
め

て
造
寺
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
一
連
の
記
事
に
も
指
摘
で
き
る
。
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七
年
庚
申
、
み
か
ど
御
夢
に
、
金
人
の
身
た
き
丈
六
な
る
が
、
項
に

日
輪
を
佩
て
、
空
を
と
び
て
い
た
る
、
光
明
赫
奕
と
し
て
殿
庭
を
照

す
と
見
給
て
、
あ
し
た
に
群
臣
を
め
し
あ
つ
め
て
、
夢
に
見
給
ふ
や

う
を
問
し
め
給
ふ
に
、
通
人
傅
毅
と
い
ふ
も
の
、
す
す
み
て
曰
く
、

臣
聞
く
、
西
方
に
神
ま
し
ま
す
、
仏
と
な
づ
く
、
陛
下
の
み
た
ま
ふ

と
こ
ろ
、
か
な
ら
ず
、
こ
れ
な
ら
ん
。
み
か
ど
、
し
か
な
り
と
お
ぼ

し
め
し
て
、
霊
瑞
を
欣
感
し
給
て
、
羽
林
中
郎
蔡
愔
、
博
士
秦
景
、

弟
子
王
遵
な
ど
い
ふ
人
々
、
一
十
四
人
を
つ
か
ひ
と
し
て
、
天
竺
へ

つ
か
は
す
、
月
支
国
に
し
て
、
摂
摩
騰
も
遇
て
、
仏
経
卅
（
四
十

イ
）

二
章
を
写
せ
り
。
画
像
を
み
（
ゑ

イ
）
て
、
白
馬
に
の
り
た
て
ま
つ

り
て
、
か
へ
り
ま
い
る
。
洛
陽
に
伽
藍
を
た
て
ゝ
、
安
置
せ
ら
る
。

此
寺
、
白
馬
寺
と
ぞ
名
づ
け
ら
れ
し
。
仏
法
震
旦
に
わ
た
る
は
じ
め

な
り
。
周
穆
王
五
十
二
年
壬
申
の
と
し
、
仏
入
滅
の
後
、
永
平
七
年

に
い
た
る
ま
で
は
、
一
千
一
十
二
年
ば
か
り
に
や
な
り
ぬ
ら
ん
。

（
巻
五
「
黄
金
人
事
」「
仏
法
始
渡
事
」）

こ
の
事
件
も
『
今
昔
物
語
集
』
巻
六
・
震
旦
仏
法
部
に
、
先
の
始
皇
帝

の
記
事
に
続
い
て
「
震
旦
後
漢
明
帝
時
仏
法
渡
語
第
二
」
と
し
て
現
れ
て

い
る
こ
と
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
漢
土
の
仏
法
流
布
の
初
例
と
し
て
仏
教

史
上
の
意
義
は
極
め
て
大
き
く
、
三
国
の
仏
教
史
へ
の
視
野
を
持
つ
作
品

に
は
必
ず
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

平
澤
氏
は
『
唐
鏡
』
の
典
拠
と
し
て
『
高
僧
伝
』
、『
歴
代
三
宝
紀
』
、『
広

弘
明
集
』
を
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
中
で
、「
永
平
七
年
」
と
す
る
点
、

王
遵
ら
「
一
十
四
人
」
と
す
る
点
な
ど
に
注
目
す
れ
ば
、『
歴
代
三
宝
紀
』

が
最
も
近
い
。

後
漢
録
者
。
光
武
皇
帝
第
四
子
荘
継
立
。
諡
為
孝
明
帝
。
至
永
平
七

年
夜
夢
金
人
身
長
丈
六
。
項
佩
日
輪
飛
空
而
至
。
光
明
赫
奕
照
於
殿

庭
。
旦
集
群
臣
令
占
所
夢
。
通
人
傅
毅
進
奉
対
云
。
臣
聞
西
方
有
神

名
仏
。
陛
下
所
見
将
必
是
乎
。
帝
以
為
然
。
欣
感
霊
瑞
詔
遣
使
者
。

羽
林
中
郎
秦
景
博
士
弟
子
王
遵
等
一
十
四
人
。
往
適
天
竺
。
於
月
支

国
遇
摂
摩
騰
。
写
得
仏
経
四
十
二
章
并
獲
画
像
。
載
以
白
馬
還
達
洛

陽
。
因
起
伽
藍
。
名
白
馬
寺
。

（
『
歴
代
三
宝
紀
』
巻
第
四
「
訳
経
後
漢
」）

同
種
の
記
事
は
、『
弁
正
論
』
に
も
、
「
牟
融
云
。
漢
明
帝
夢
金
人
。
其

名
曰
仏
。
於
是
遣
使
往
求
経
書
。
」
と
い
う
簡
単
な
も
の
が
あ
る
ほ
か
、『
破

邪
論
』
に
は
、
か
な
り
詳
細
な
も
の
も
あ
る
。
し
か
し
、
天
竺
お
よ
び
月

支
国
に
派
遣
さ
れ
た
人
数
を
「
王
遵
等
一
十
四
人
」
と
す
る
も
の
は
乏
し

く
（
七

）、『
破
邪
論
』
な
ど
の
よ
う
に
、
そ
の
人
数
を
「
王
遵
等
一
十
八
人
」

と
す
る
も
の
が
多
い
。「
一
十
四
人
を
使
と
し
て
」
と
す
る
『
唐
鏡
』
は
、

『
歴
代
三
宝
紀
』
と
よ
く
重
な
る
。
し
か
し
、
『
明
文
抄
』
に
も
、
次
の

よ
う
な
記
事
が
見
え
る
。

後
漢
明
帝
永
平
七
年
夜
夢
金
人
身
長
丈
六
。
項
佩
日
輪
飛
空
而
至
。

光
明
赫
奕
照
於
殿
庭
。
旦
集
群
臣
令
占
所
夢
。
通
人
傅
毅
進
奉
対
云
。

臣
聞
西
方
有
神
名
仏
。
陛
下
所
見
将
必
是
乎
。
帝
以
為
然
。
欣
感
霊

瑞
。
詔
遣
使
者
。
羽
林
中
郎
蔡
愔
博
士
秦
景
弟
子
王
遵
等
一
十
四
人
。

往
適
天
竺
。
於
月
支
国
遇
摂
摩
騰
。
写
得
仏
経
四
十
二
章
并
獲
画
像
。

載
以
白
馬
還
達
雒
陽
。
因
起
伽
藍
名
白
馬
寺
。
（
歴
代
三
宝
紀
或
又

得
塡
栴
檀
像
云
々
。）

（
『
明
文
抄
』
巻
五
「
仏
道
部
」）
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割
注
に
明
示
さ
れ
た
と
お
り
、
『
歴
代
三
宝
紀
』
を
引
用
し
た
箇
所
で

あ
り
、
両
者
の
差
違
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、
「
羽
林
中
郎
蔡
愔
」
と
、
具

体
的
な
人
名
を
記
す
点
、「
秦
景
博
士
」
を
「
博
士
秦
景
」
と
す
る
点
は
、

原
拠
の
『
歴
代
三
宝
紀
』
と
は
異
な
り
、
『
唐
鏡
』
と
一
致
し
て
い
る
。

こ
こ
も
『
唐
鏡
』
は
、
『
明
文
抄
』
に
拠
っ
て
記
事
を
構
成
し
た
と
考
え

ら
れ
る

（
八

）。

『
唐
鏡
』
の
仏
教
史
的
記
述
は
、
中
国
の
仏
教
史
文
献
に
直
接
拠
る
場

合
だ
け
で
は
な
い
よ
う
だ
。
こ
れ
は
、
他
の
箇
所
で
『
明
文
抄
』
が
さ
か

ん
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
矛
盾
し
な
い
。

た
だ
し
、
『
明
文
抄
』
に
は
、
仏
陀
誕
生
と
関
連
す
る
、
次
の
よ
う
な

記
述
な
ど
も
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
『
唐
鏡
』
に
は
影
響
を
与
え
て
い

な
い
。第
四
主
昭
王
廿
六
年
仏
生
。

（
『
明
文
抄
』
巻
一
「
帝
道
部
」）

荘
公
七
年
夏
四
月
辛
卯
夜
。
恒
星
不
見
。
夜
中
星
隕
如
雨
（
左
伝
）
。

（
『
明
文
抄
』
巻
一
「
帝
道
部
」）

こ
れ
ら
の
記
事
は
、
前
稿
で
詳
し
く
触
れ
た
が
、
い
ず
れ
も
、
『
弁
正

論
』
の
著
者
法
琳
の
時
代
に
、
対
道
教
護
法
理
論
と
し
て
行
わ
れ
た
仏
陀

生
誕
年
説
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
。
前
者
の
昭
王
年
間
説
は
、
『
明
文

抄
』
に
は
「
昭
王
廿
六
年
」
と
あ
る
が
、
『
唐
鏡
』
は
『
弁
正
論
』
同
様

「
昭
王
廿
四
年
」
と
し
、
『
明
文
抄
』
は
採
用
さ
れ
て
い
な
い
。
後
者
の

荘
公
年
間
説
も
、『
唐
鏡
』
で
は
、『
弁
正
論
』
な
ど
と
同
様
に
、
仏
陀
誕

生
に
関
連
さ
せ
て
記
述
し
て
い
る
の
に
対
し
、
『
明
文
抄
』
は
そ
の
立
場

を
と
ら
ず
単
な
る
天
変
の
一
つ
と
し
て
載
せ
る
に
す
ぎ
な
い
。

そ
も
そ
も
『
明
文
抄
』
は
、
金
言
名
句
集
で
あ
っ
て
、
作
中
の
仏
教
史

的
記
述
は
、
そ
う
多
く
は
な
い
。
前
稿
で
見
た
よ
う
に
、
『
唐
鏡
』
の
記

事
の
う
ち
、
仏
教
史
関
連
記
事
に
関
し
て
の
み
見
れ
ば
、
『
弁
正
論
』
を

引
く
例
は
、
『
明
文
抄
』
を
引
く
例
に
比
し
て
圧
倒
的
に
多
い
。
た
し
か

に
、
『
明
文
抄
』
「
帝
道
部
」
な
ど
に
見
ら
れ
る
記
事
は
、
『
唐
鏡
』
に
よ

く
用
い
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
仏
教
史
関
連
記
事
に
関
し
て
は
、
『
明
文

抄
』
が
他
書
に
優
先
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
え
よ
う
。

本
稿
で
見
て
来
た
、
秦
始
皇
帝
時
代
の
仏
教
渡
来
の
失
敗
、
お
よ
び
後

漢
明
帝
の
時
代
の
仏
教
渡
来
と
い
う
二
つ
の
記
事
は
、
『
今
昔
物
語
集
』

巻
六
・
震
旦
仏
法
部
の
巻
頭
に
並
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ

う
に
、
仏
教
史
を
意
識
し
た
中
国
の
通
史
を
書
こ
う
と
す
る
時
、
必
要
不

可
欠
な
事
項
で
あ
る
。
仏
教
史
へ
の
意
識
が
小
さ
く
な
い
『
唐
鏡
』
に
も
、

も
ち
ろ
ん
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
記
事
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
『
唐

鏡
』
が
仏
教
史
的
記
述
の
多
く
を
拠
っ
て
い
る
『
弁
正
論
』
は
、
対
道
教

護
法
書
が
そ
の
基
本
的
性
格
で
あ
っ
て
、
す
べ
て
の
仏
教
史
を
網
羅
し
て

い
る
わ
け
で
な
い
。
そ
の
欠
を
補
う
に
当
た
っ
て
、
仏
教
史
以
外
の
箇
所

で
頻
繁
に
用
い
て
い
た
『
明
文
抄
』
か
ら
記
事
を
摘
出
し
た
と
い
う
こ
と

だ
ろ
う
。

仏
教
史
に
関
す
る
事
項
は
、
『
唐
鏡
』
の
歴
史
記
述
の
主
た
る
典
拠
で

あ
る
正
史
で
も
触
れ
ら
れ
、
例
え
ば
、
先
に
触
れ
た
後
漢
明
帝
時
の
仏
法

東
流
説
も
、
『
後
漢
書
』
に
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
『
唐
鏡
』
の

記
載
内
容
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

世
伝
明
帝
夢
見
金
人
、
長
大
、
頂
有
光
明
、
以
問
群
臣
、
或
曰
「
西

方
有
神
、
名
曰
仏
、
其
形
長
丈
六
尺
而
黄
金
色
」
帝
於
是
遣
使
天
竺
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問
仏
道
法
、
遂
於
中
国
図
画
形
像
焉
。
楚
王
英
始
信
其
術
、
中
国
因

此
頗
有
奉
其
道
者
。
後
桓
帝
好
神
、
数
祀
浮
図
、
老
子
、
百
姓
稍
有

奉
者
、
後
遂
転
盛
。

（
『
後
漢
書
』「
西
域
伝
」
）

（
九

）

同
じ
く
『
後
漢
書
』
「
楚
王
英
伝
」
に
見
ら
れ
る
楚
王
英
の
仏
教
受
容

説
な
ど
も
『
唐
鏡
』
は
採
用
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
正
史
に
お
け
る
仏
教

史
的
記
述
と
し
て
は
、
ほ
か
に
、
『
魏
書
』「
釈
老
伝
」
の
、
後
漢
明
帝
時

よ
り
遡
る
、
休
屠
王
の
金
人
説
、
張
騫
聞
教
説
、
漢
哀
帝
説
な
ど
が
夙
に

知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
も
ま
た
、
『
唐
鏡
』
に
は
ま
っ
た
く
取
ら
れ

て
い
な
い
。
少
な
く
と
も
、
仏
教
史
関
連
記
事
に
つ
い
て
は
、
『
唐
鏡
』

は
、
正
史
を
典
拠
と
し
て
い
な
い
こ
と
は
明
白
で
、
基
本
的
に
正
史
に
拠

り
つ
つ
構
成
さ
れ
て
い
る
他
の
箇
所
と
は
異
な
り
、
例
外
的
に
、
正
史
以

外
に
、
そ
の
拠
る
べ
き
資
料
を
求
め
て
い
る
。
こ
う
し
た
作
者
の
姿
勢
は

注
意
さ
れ
る
。

二
、
他
書
の
利
用

で
は
、
『
弁
正
論
』
に
も
『
明
文
抄
』
に
も
該
当
記
事
が
な
く
、
そ
れ

ら
に
拠
っ
て
記
事
を
構
築
で
き
な
い
場
合
は
ど
う
す
る
の
か
。
実
際
、『
唐

鏡
』
の
仏
教
史
的
記
述
の
中
に
は
、
『
明
文
抄
』
に
も
『
弁
正
論
』
に
も

見
ら
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。
前
述
の
後
漢
明
帝
の
記
事
に
続
く
記
事
が
そ

れ
で
あ
る
。
道
教
か
ら
の
申
し
立
て
に
よ
り
、
仏
教
と
の
験
比
べ
が
行
わ

れ
、
仏
教
が
勝
利
し
た
こ
と
、
そ
の
結
果
多
数
の
出
家
者
が
出
た
こ
と
な

ど
を
語
る
も
の
で
、
後
漢
明
帝
時
の
仏
法
東
流
記
事
と
一
連
の
も
の
と
し

て
、『
今
昔
物
語
集
』
に
も
、
前
段
に
続
け
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
出
来
事
は
、
明
帝
の
黄
金
人
の
夢
見
記
事
と
と
も
に
『
漢
法
本
内

伝
』
な
る
偽
書
の
記
述
と
し
て
、
よ
く
諸
書
に
引
用
さ
れ
て
い
る

（
十

）。

そ
し
て
、
そ
の
『
漢
法
本
内
伝
』
は
、
法
琳
の
『
破
邪
論
』
に
も
数
多
く

引
用
さ
れ
て
お
り
、
法
琳
を
そ
の
偽
作
者
と
す
る
説
も
有
力
で
あ
る
。
た

だ
し
、
『
唐
鏡
』
が
よ
く
用
い
る
『
弁
正
論
』
に
は
引
用
さ
れ
て
は
お
ら

ず
、
前
章
で
扱
っ
た
『
明
文
抄
』
に
も
触
れ
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
こ
れ
ら
の
記
事
は
『
弁
正
論
』
に
も
、
『
明
文
抄
』
に
も
、
拠
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
仏
教
史
関
連
記
事
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
以
下
に

そ
の
全
文
を
示
す
。

十
四
年
正
月
一
日
、
五
岳
諸
山
の
道
士
等
、
天
子
の
我
道
法
を
棄
て

ゝ
、
遠
胡
教
を
求
た
ま
ふ
こ
と
、
表
を
抗
て
曰
く
、
五
岳
十
八
山
、

観
太
上
三
洞
弟
子
、
褚
善
信
等
、
死
罪
上
言
、
臣
聞
、
陛
下
本
を
棄
、

末
を
逐
、
教
を
西
域
に
求
め
、
胡
神
の
説
く
（
所

イ
）
と
す
、
華
夏

に
参
は
ら
ず
、
願
は
陛
下
、
虚
妄
を
除
き
給
へ
云
々
、
今
月
十
五
日

に
白
馬
寺
に
集
べ
き
よ
し
、
勅
宣
を
下
さ
る
、
道
士
等
、
三
壇
を
置

く
ご
と
に
、
二
十
四
門
を
開
く
。
帝
幸
と
し
て
、
寺
の
南
門
に
ま
し

ま
す
。
仏
舎
利
、
経
像
を
道
の
西
に
置
く
。
十
五
日
斎
を
は
り
て
、

道
士
等
柴
荻
を
も
て
、
檀
沈
香
に
和
て
、
炬
と
し
て
、
大
極
太
道
元

始
天
尊
衆
仙
百
霊
に
啓
す
、
今
、
胡
神
国
を
乱
り
、
人
主
邪
を
信
給
、

火
を
も
て
験
を
と
る
べ
し
と
て
、
火
を
縦
て
、
経
を
焚
に
、
道
経
は

火
に
し
た
が
ひ
て
、
灰
燼
と
な
る
。
道
士
等
色
を
失
て
、
或
は
哭
し
、

或
は
死
ぬ
。
仏
舎
利
は
光
明
赫
奕
と
し
て
、
空
の
中
に
旋
環
し
、
蓋

の
ご
と
く
し
て
、
日
光
を
映
蔽
す
。
摩
騰
法
師
、
身
を
踊
し
め
て
高

飛
。
こ
の
時
に
、
天
よ
り
宝
花
ふ
り
て
、
天
の
楽
、
人
の
情
を
動
す
、

大
衆
感
悦
し
て
、
未
曾
有
な
り
と
讃
歎
す
、
法
蘭
説
法
し
て
、
大
梵



- 44 -

音
を
い
だ
し
て
、
仏
の
功
徳
を
讃
歎
す
。
時
に
、
司
陽
城
侯
劉
峻
、

諸
の
官
人
、
士
庶
等
、
千
餘
人
出
家
す
、
又
四
岳
諸
山
の
道
士
等
、

六
百
二
十
人
出
家
、
陰
夫
人
、
王
婕
婦
等
、
諸
の
官
人
婦
女
等
二
百

卅
人
出
家
、
日
々
に
供
養
し
、
種
々
に
施
行
ふ
。

（
巻
五
「
道
士
抗
表
事
」「
道
教
焚
事
」

「
舎
利
放
光
明
事
」
「
出
家
人
事
」）

こ
の
五
岳
道
士
と
摩
騰
法
師
の
角
試
の
典
拠
と
し
て
、
平
澤
氏
が
指
摘

さ
れ
て
い
た
の
は
、
『
広
弘
明
集
』
で
あ
る
が
、
更
に
そ
の
類
話
と
し
て

『
集
古
今
仏
道
論
衡
』『
法
苑
珠
林
』
『
仏
祖
統
紀
』
お
よ
び
『
今
昔
物
語

集
』
を
あ
げ
て
お
ら
れ
た
。
そ
の
う
ち
、
『
唐
鏡
』
に
最
も
近
い
と
認
め

ら
れ
る
も
の
は
『
集
古
今
仏
道
論
衡
』
で
あ
る
。

漢
法
本
内
伝
云
、（
中
略
）
、
永
平
十
四
年
正
月
一
日
。
五
岳
諸
山
道

士
。
朝
正
之
次
、
自
相
命
曰
。
天
子
棄
我
道
法
遠
求
胡
教
。
今
因
朝

集
可
以
表
抗
之
。
其
表
曰
。
五
岳
十
八
山
観
太
上
三
洞
弟
子
褚
善
信

等
。
死
罪
上
言
。
臣
聞
太
上
無
形
無
名
無
極
無
上
虚
無
自
然
大
道
出

於
造
化
之
前
。
上
古
同
遵
百
王
不
易
。
今
陛
下
道
邁
羲
皇
徳
過
尭
舜
。

窃
承
陛
下
棄
本
追
末
。
求
教
西
域
。
所
事
乃
是
胡
神
。
所
説
不
参
華

夏
。
願
陛
下
恕
臣
等
罪
。
聴
与
試
験
。
臣
等
諸
山
道
士
多
有
徹
視
遠

聴
博
通
経
典
。
従
元
皇
已
来
。
太
上
群
録
太
虚
符
呪
無
不
綜
練
達
其

涯
極
。
或
策
使
鬼
神
。
或
吞
霞
飲
気
。
或
入
火
不
焼
。
或
履
水
不
溺
。

或
白
日
昇
天
。
或
隠
形
不
測
。
至
於
方
術
薬
餌
。
無
所
不
能
。
願
得

与
其
比
挍
。
一
則
聖
上
意
安
。
二
則
得
弁
真
偽
。
三
則
大
道
有
帰
。

四
則
不
乱
華
俗
。
臣
等
若
比
対
不
如
。
任
聴
重
決
。
如
其
有
勝
乞
除

虚
妄
。
勅
遣
尚
書
令
宋
庠
引
入
長
楽
宮
。
勅
以
今
月
十
五
日
。
可
集

白
馬
寺
。
道
士
等
便
置
三
壇
。
壇
別
開
二
十
四
門
。
南
岳
道
士
褚
善

信
。
華
岳
道
士
劉
正
念
。
恒
岳
道
士
桓
文
度
。
岱
岳
道
士
焦
得
心
。

嵩
岳
道
士
呂
恵
通
。霍
山
天
目
五
台
白
鹿
等
十
八
山
道
士
祁
文
信
等
。

都
合
六
百
九
十
人
。
各
齎
霊
宝
真
文
太
上
玉
訣
三
元
符
録
等
五
百
九

十
巻
。
置
於
西
壇
。
茅
成
子
許
成
子
黄
子
老
子
等
二
十
七
家
子
書
有

百
三
十
五
巻
。
置
於
中
壇
。
饌
食
奠
祀
百
神
。
置
於
東
壇
。
帝
時
御

行
殿
在
寺
南
門
。
以
仏
舎
利
経
像
。
置
於
道
西
。
十
五
日
斎
訖
。
道

士
等
以
柴
荻
和
壇
。
沈
香
為
炬
。
遶
子
経
而
泣
曰
。
臣
等
上
啓
太
極

大
道
元
始
天
尊
衆
仙
百
霊
。
今
胡
乱
中
夏
。
人
主
信
邪
。
正
教
失
蹤

玄
風
墜
緒
。
臣
等
敢
置
経
壇
上
以
火
取
験
。
欲
使
開
示
群
心
得
弁
真

偽
。
便
縦
火
焚
経
。
経
従
火
化
悉
成
灰
燼
。
道
士
等
相
顧
失
色
大
生

怖
懼
。
将
欲
昇
天
隠
形
者
無
力
可
能
。
禁
効
鬼
神
者
呼
策
不
応
。
各

懐
愧
恧
。
南
岳
道
士
費
叔
才
。
自
憾
而
死
。
太
傅
張
衍
語
褚
信
曰
。

卿
等
所
試
無
験
。
即
是
虚
妄
。
宜
就
西
来
真
法
。
褚
信
曰
。
茅
成
子

云
。
太
上
者
霊
宝
天
尊
是
也
。
造
化
之
作
謂
之
太
素
。
斯
豈
妄
乎
。

衍
曰
。
太
素
有
貴
徳
之
名
無
言
教
之
称
。
今
子
説
有
言
教
。
即
為
妄

也
。
信
便
黙
然
。
時
仏
舎
利
光
明
五
色
。
直
上
空
中
旋
環
如
蓋
。
遍

覆
大
衆
映
蔽
日
光
。
摩
騰
法
師
踊
身
高
飛
。
坐
臥
空
中
広
現
神
変
。

于
時
天
雨
宝
花
在
仏
僧
上
。
又
聞
天
楽
感
動
人
情
。
大
衆
感
悦
歎
未

曾
有
。
皆
繞
法
蘭
請
説
法
要
。
蘭
乃
出
大
梵
音
歎
仏
功
徳
。
亦
令
大

衆
称
揚
三
宝
。
説
善
悪
諸
法
皆
有
果
報
。
六
道
三
乗
諸
相
不
一
。
又

説
出
家
功
徳
其
福
最
高
。
初
立
仏
寺
同
梵
福
量
。
時
有
司
空
陽
城
侯

劉
峻
与
諸
官
人
士
庶
等
千
余
人
出
家
。
及
四
岳
諸
山
道
士
呂
恵
通
等

六
百
二
十
人
出
家
。
陰
夫
人
王
婕
好
等
与
諸
宮
人
婦
女
等
二
百
三
十

人
出
家
。
至
月
末
以
来
日
日
供
設
種
種
行
施
。

（
「
漢
明
帝
感
夢
金
人
騰
蘭
入
雒
諸
道
士
等
請
求
角
試
事
」
）

（
十

一
）
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一
見
し
て
、
『
唐
鏡
』
よ
り
も
長
文
で
あ
る
が
、
『
唐
鏡
』
に
記
述
が
見

ら
れ
な
い
傍
線
部
の
箇
所
を
省
略
し
さ
え
す
れ
ば
、
ほ
ぼ
『
唐
鏡
』
の
全

て
を
再
現
で
き
る
。
ま
た
、
『
唐
鏡
』
の
引
用
部
分
で
二
重
傍
線
を
付
し

た
「
日
々
供
養
し
、
種
々
施
行
す
」
に
該
当
す
る
本
文
は
、
管
見
の
限
り

で
は
『
集
古
今
仏
道
論
衡
』
に
し
か
見
ら
れ
ず
、
た
し
か
に
『
集
古
今
仏

道
論
衡
』
を
参
照
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

上
述
の
通
り
、
『
破
邪
論
』
な
ど
に
も
こ
の
出
来
事
が
記
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
の
『
集
古
今
仏
道
論
衡
』
よ
り
も
さ
ら
に
長
文
で
、
し
か
も
細
部

の
叙
述
が
『
唐
鏡
』
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
『
唐
鏡
』
が
積
極
的
に
利
用

す
る
『
弁
正
論
』
と
同
じ
法
琳
の
著
作
で
も
、
『
破
邪
論
』
の
場
合
に
は

他
書
が
優
先
さ
れ
る
と
い
う
事
実
は
、
『
破
邪
論
』
へ
の
信
頼
度
が
あ
ま

り
高
く
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

次
に
、
江
南
地
域
に
始
め
て
仏
教
が
渡
来
し
た
と
す
る
、
巻
六
「
康
僧

会
事
」「
舎
利
出
現
事
」「
立
寺
事
」
を
見
る
。
こ
れ
ら
も
先
に
見
た
始
皇

帝
お
よ
び
後
漢
明
帝
の
記
事
同
様
に
、
仏
教
史
と
し
て
非
常
に
重
要
な
出

来
事
で
あ
る
。
『
今
昔
物
語
集
』
巻
六
・
震
旦
仏
法
部
に
、
や
は
り
「
康

僧
会
三
蔵
至
胡
国
行
出
仏
舎
利
語
第
四
」
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
た

だ
し
、『
弁
正
論
』
に
は
記
載
が
な
く
、『
明
文
抄
』
に
も
見
ら
れ
な
い
も

の
で
あ
る
。

呉
孫
権
、
赤
烏
四
年
也
。
外
国
の
沙
門
、
康
僧
会
、
江
表
に
至
て
、

像
を
設
て
、
道
を
行
う
。
呉
人
妖
異
と
す
。
権
、
僧
会
を
召
て
問
玉

ふ
。
仏
は
何
な
る
霊
瑞
か
あ
る
。
僧
会
申
さ
く
、
仏
は
霊
跡
を
晦
く

し
て
、
遺
骨
の
舎
利
を
現
べ
し
。
権
又
曰
、
何
く
に
あ
る
ぞ
。
僧
会

申
さ
く
、
祈
求
は
獲
つ
べ
し
。
又
曰
、
若
舎
利
を
得
た
ら
ば
、
寺
を

建
べ
し
。
三
七
日
誠
を
至
し
て
求
請
に
、
瓶
の
中
に
現
玉
へ
り
。
光

宮
殿
を
照
す
。
権
、
瓶
を
と
り
て
銅
盤
に
う
つ
す
に
、
舎
利
降
り
て
、

盤
破
れ
ぬ
。
権
、
大
に
驚
異
す
。
僧
会
前
て
申
さ
く
、
仏
の
霊
骨
不

朽
に
し
て
、
劫
火
に
も
や
け
ず
、
権
砧
に
も
く
だ
け
ず
、
力
者
撃
に

も
や
ぶ
れ
ず
、
爰
に
火
を
も
ち
や
く
に
、
光
升
て
大
蓮
花
と
な
れ
り
。

権
、
大
に
信
を
起
し
て
、
寺
を
立
、
建
初
寺
と
な
づ
く
。
住
所
の
地

を
は
仏
陀
里
と
い
へ
り
。
漢
永
平
十
年
に
仏
法
初
渡
て
後
、
今
赤
烏

四
年
に
至
ま
で
、
一
百
七
十
五
年
也
。

従
来
、
平
澤
氏
は
こ
の
記
事
の
出
典
と
し
て
、『
広
弘
明
集
』
第
一
「
呉

孫
権
論
叙
仏
道
三
宗
」
お
よ
び
『
高
僧
伝
』
第
一
「
康
僧
伝
」
を
指
摘
し

て
い
た
。
た
し
か
に
、
両
書
に
該
当
す
る
記
事
が
存
在
す
る
。
た
だ
し
、

以
下
の
通
り
、
そ
の
字
句
に
は
『
唐
鏡
』
と
の
差
が
大
き
く
、
直
接
の
出

典
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
管
見
の
限
り
で
は
、
『
法
苑
珠
林
』
が
最
も
近

い
（

十
二

）。

出
呉
書
。
孫
権
赤
烏
四
年
。
有
康
居
国
大
承
相
長
子
。
棄
俗
出
家
為

沙
門
。
厥
名
僧
会
。
姓
康
氏
。
神
儀
剛
正
遊
化
為
任
。
時
三
国
鼎
峙
。

各
擅
威
権
。
仏
法
久
被
中
原
。
未
達
江
表
。
会
欲
道
被
未
聞
。
化
行

南
国
。
初
達
建
鄴
営
立
茅
茨
。
設
像
行
道
。
呉
人
初
見
謂
為
妖
異
。

有
司
奏
聞
。
呉
主
曰
。
仏
有
何
霊
験
耶
。
会
曰
。
仏
晦
霊
迹
垂
余
千

載
。
遺
骨
舎
利
応
現
無
方
。
呉
主
曰
。
若
得
舎
利
当
為
立
塔
。
経
三

七
日
遂
獲
舎
利
。
五
色
耀
天
。
剖
之
逾
堅
。
焼
之
不
然
。
光
明
出
火
。

作
大
蓮
花
。
照
曜
宮
殿
臣
主
驚
嗟
希
有
瑞
也
。
信
情
大
発
。
因
為
造

塔
。
度
人
立
寺
。
以
其
所
住
為
仏
陀
里
。
又
以
教
法
初
興
。
故
名
建

初
寺
焉
。
下
勅
問
尚
書
令
闞
沢
曰
。
漢
明
已
来
凡
有
幾
年
。
仏
教
入

漢
既
久
。
何
縁
始
至
江
東
。
沢
曰
。
自
漢
明
永
平
十
年
仏
法
初
来
至
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今
赤
烏
四
年
。
則
一
百
七
十
年
矣
。

（
『
広
弘
明
集
』
巻
一
「
呉
主
孫
権
論
敘
仏
道
三
宗
」）

呉
孫
権
赤
烏
四
年
。
有
外
国
沙
門
康
僧
会
。
創
達
江
表
設
像
行
道
。

呉
人
以
為
妖
異
。
以
状
聞
之
。
権
召
会
問
。
仏
有
何
霊
瑞
。
曰
、
仏

晦
霊
迹
、
遺
骨
舎
利
応
現
無
方
。
権
曰
。
何
在
。
曰
神
迹
感
通
祈
求

可
獲
。
権
曰
。
若
得
舎
利
当
為
興
寺
。
経
三
七
日
至
誠
求
請
。
遂
獲

瓶
中
。
旦
呈
於
権
。
光
照
宮
殿
。
権
執
瓶
写
于
銅
盤
。
舎
利
下
衝
盤

即
破
砕
。
権
大
驚
異
希
有
瑞
也
。
会
進
曰
。
仏
之
霊
骨
。
金
剛
不
朽
。

劫
火
不
焦
。
椎
砧
不
砕
。
権
使
力
者
尽
力
擊
之
。
椎
砧
俱
陥
舎
利
不

損
。
光
明
四
射
耀
晃
人
目
。
又
以
火
焼
騰
光
上
踊
作
大
蓮
華
。
権
大

発
信
。
乃
為
立
寺
名
為
建
初
。
改
所
住
地
名
仏
陀
里
。

（
『
法
苑
珠
林
』
巻
四
十
「
感
応
縁
」）

た
だ
し
、『
唐
鏡
』
の
記
事
末
尾
に
「
漢
永
平
十
年
に
仏
法
初
渡
て
後
、

今
赤
烏
四
年
に
至
ま
で
、
一
百
七
十
五
年
也
」
と
い
う
仏
教
史
の
年
代
に

関
す
る
興
味
を
窺
わ
せ
る
記
述
が
あ
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
こ
れ
は
『
法

苑
珠
林
』
に
は
見
ら
れ
な
い
。

こ
の
『
唐
鏡
』
の
年
数
計
算
と
全
く
一
致
す
る
も
の
を
、
法
琳
の
『
破

邪
論
』
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

呉
書
曰
。
呉
主
孫
権
赤
烏
四
年
辛
酉
之
歳
。
有
沙
門
康
僧
会
。
是
康

居
国
大
丞
相
之
長
子
初
達
呉
地
営
立
茅
茨
設
像
行
道
。
呉
人
初
見
謂

之
妖
異
。
有
司
奏
聞
。
呉
主
問
曰
。
仏
有
何
神
験
也
。
僧
会
答
曰
。

仏
晦
霊
迹
出
余
千
載
。
遺
有
舎
利
応
現
無
方
。
呉
主
曰
。
若
得
舎
利

当
為
起
塔
。
経
三
七
日
遂
獲
舎
利
五
色
曜
天
。
剖
之
逾
堅
焼
之
不
然
。

光
明
出
火
作
大
蓮
華
照
曜
宮
殿
。
呉
主
嘆
異
信
心
乃
発
。
因
造
建
初

寺
度
人
出
家
。
呉
主
問
尚
書
令
都
卿
侯
闞
沢
曰
。
漢
明
帝
已
来
凡
有

幾
年
。
闞
沢
対
曰
。
従
永
平
十
年
至
今
赤
烏
四
年
。
合
一
百
七
十
五

年
。

（
『
破
邪
論
』
巻
上
）

『
破
邪
論
』
も
『
呉
書
』
を
引
く
赤
烏
四
年
の
記
事
が
存
在
す
る
が
、

説
話
部
分
に
関
し
て
は
、『
唐
鏡
』
と
一
致
し
な
い
点
も
多
い
。
し
か
し
、

孫
権
が
闞
沢
に
対
し
て
明
帝
以
来
の
年
数
を
尋
ね
、
闞
沢
が
「
従
永
平
十

年
至
今
赤
烏
四
年
、
合
一
百
七
十
五
年
」
と
答
え
る
部
分
が
『
唐
鏡
』
と

完
全
に
一
致
す
る
。
こ
の
問
答
は
『
広
弘
明
集
』『
集
古
今
仏
道
論
衡
』『
法

苑
珠
林
』
巻
五
十
五
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
「
自
漢
明
永
平

十
年
仏
法
初
来
、
至
今
赤
烏
四
年
、
則
一
百
七
十
年
矣
」
（
『
法
苑
珠
林
』

巻
五
十
五
）
と
し
、
「
一
百
七
十
五
年
也
」
と
す
る
『
破
邪
論
』
と
は
年

数
が
異
な
っ
て
い
る
。『
破
邪
論
』
の
年
数
は
特
殊
で
、
他
に
例
が
な
い
。

そ
も
そ
も
『
唐
鏡
』
が
「
永
平
十
年
に
仏
法
初
渡
て
」
と
す
る
の
も
不

審
で
あ
る
。
上
述
の
「
黄
金
人
事
」
「
仏
法
始
渡
事
」
で
は
、
こ
の
漢
代

の
仏
教
渡
来
を
『
明
文
抄
』
に
従
い
、
「
永
平
七
年
」
と
し
て
い
た
。
し

た
が
っ
て
、
こ
こ
で
「
永
平
十
年
」
と
す
る
の
は
、
作
品
内
で
年
数
計
算

に
矛
盾
が
生
じ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
『
唐
鏡
』
内
部
の
矛
盾

を
見
る
に
、
著
者
茂
範
が
独
自
に
年
数
計
算
を
し
た
と
は
思
え
な
い
。『
唐

鏡
』
の
「
漢
永
平
十
年
に
仏
法
初
渡
て
後
、
今
赤
烏
四
年
に
至
ま
で
、
一

百
七
十
五
年
也
」
と
い
う
記
述
は
、
『
破
邪
論
』
の
記
載
年
を
そ
の
ま
ま

継
承
し
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
、『
法
苑
珠
林
』
だ
け
で
は
な
く
、
『
破
邪
論
』
を
も
同
時
に
参

照
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
様
々
な
書
物
を
同
時
に
参
照
し
、
利
用
し
た
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が
た
め
に
年
号
の
記
載
に
矛
盾
を
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
『
法
苑
珠
林
』

と
『
破
邪
論
』
と
は
、
赤
烏
四
年
の
出
来
事
に
つ
い
て
、
ほ
ぼ
同
内
容
の

説
話
を
持
つ
が
、『
唐
鏡
』
の
記
述
か
ら
、『
唐
鏡
』
の
典
拠
は
、
説
話
本

文
と
し
て
は
、
『
法
苑
珠
林
』
が
採
用
さ
れ
、
『
破
邪
論
』
は
補
足
的
に
用

い
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

仏
教
史
を
叙
述
す
る
に
際
し
て
、
『
弁
正
論
』
や
『
明
文
抄
』
に
拠
ら

な
い
場
合
に
は
、
『
唐
鏡
』
は
複
数
の
典
拠
文
献
を
任
意
に
採
用
し
な
が

ら
叙
述
を
進
め
て
い
る
よ
う
だ
。
そ
の
場
合
の
基
本
資
料
は
『
法
苑
珠
林
』

『
集
古
今
仏
道
論
衡
』『
破
邪
論
』
等
で
あ
り
、『
集
古
今
仏
道
論
衡
』『
破

邪
論
』
と
い
っ
た
唐
代
の
護
法
書
が
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
る
点
は
注
目
す

べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
数
多
く
の
典
拠
例
が
指
摘
で
き
る
『
弁
正
論
』

や
『
明
文
抄
』
と
は
異
な
り
、
各
作
品
が
用
い
ら
れ
て
い
る
箇
所
は
ご
く

わ
ず
か
で
あ
る
。
従
っ
て
、
茂
範
の
中
で
の
重
要
度
は
そ
う
高
く
な
い
と

思
わ
れ
る
。
秦
・
後
漢
の
二
つ
の
章
段
も
ま
た
、
『
破
邪
論
』
に
も
同
様

の
記
事
が
あ
り
な
が
ら
、
『
明
文
抄
』
が
そ
れ
に
優
先
し
て
い
た
。
後
漢

時
の
五
岳
道
士
と
摩
騰
法
師
の
角
試
の
説
話
で
も
『
集
古
今
仏
道
論
衡
』

が
用
い
ら
れ
、
『
破
邪
論
』
は
用
い
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
と
同
じ
傾

向
で
あ
る
。
同
じ
法
琳
の
著
作
で
あ
り
な
が
ら
、
『
破
邪
論
』
は
『
弁
正

論
』
の
よ
う
に
は
重
視
さ
れ
ず
、
他
書
が
そ
れ
に
優
先
し
て
い
る
こ
と
が

知
れ
る
。

前
稿
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
『
弁
正
論
』
を
受
容
し
た
例
で
は
、

複
数
の
書
物
を
利
用
す
る
こ
と
は
少
な
く
、
『
弁
正
論
』
の
み
に
拠
っ
て

記
事
を
構
成
す
る
例
が
多
か
っ
た
。
こ
う
し
た
利
用
の
仕
方
の
差
異
か
ら

も
、『
弁
正
論
』
と
い
う
作
品
に
対
す
る
茂
範
の
特
別
な
意
識
が
見
え
る
。

三
、
仏
教
関
連
記
事
以
外
へ
の
『
弁
正
論
』
の
利
用

実
は
、
『
弁
正
論
』
に
由
来
す
る
と
思
わ
れ
る
箇
所
は
、
仏
教
関
連
記

事
だ
け
で
は
な
い
。
『
唐
鏡
』
の
主
要
な
内
容
で
あ
る
中
国
史
の
叙
述
に

付
随
す
る
説
話
引
用
な
ど
に
も
利
用
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。例
え
ば
、

呉
越
の
戦
い
を
記
す
箇
所
に
於
い
て
、
『
唐
鏡
』
は
以
下
の
よ
う
な
故
事

を
載
せ
る
。

勾
践
は
銅
を
ち
り
て
范
蠡
が
貌
を
鋳
て
、
朝
夕
に
拝
謁
せ
ら
れ
け
る
。

こ
の
范
蠡
は
太
白
星
の
精
な
り
。
黄
帝
の
時
は
風
后
と
い
ひ
、
周
時

は
老
子
と
い
ひ
、
越
に
て
は
范
蠡
と
称
せ
ら
る
。

（
巻
二
「
鋳
范
蠡
貌
事
」）

後
半
部
分
（
「
こ
の
范
蠡
」
以
下
）
は
、『
風
俗
通
義
』
を
出
典
と
し
、『
文

選
』
注
な
ど
に
も
引
か
れ
る
も
の
で
あ
る

（
十

三
）。

応
劭
風
俗
通
曰
。
東
方
朔
是
太
白
星
精
。
黄
帝
時
為
風
後
。
尭
時
為

務
成
子
。
周
時
為
老
聃
、
在
越
為
範
蠡
、
斉
為
鴟
夷
子
。
言
其
変
化

無
常
也
。

（
『
文
選
』「
東
方
朔
画
賛
夏
侯
孝
若
」
）

（
十

四
）

し
か
し
、
勾
践
が
范
蠡
の
容
貌
を
銅
像
に
鋳
て
、
朝
夕
に
拝
謁
し
て
い
た

と
す
る
前
半
部
の
記
事
は
、
呉
越
に
関
す
る
記
事
が
詳
し
い
『
史
記
』『
呉

越
春
秋
』
な
ど
に
は
見
ら
れ
な
い
。
平
澤
氏
も
そ
の
出
典
を
未
詳
と
さ
れ

て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
『
弁
正
論
』
に
、
偶
像
崇
拝
の
一
例
と
し
て
、
勾

践
の
范
蠡
像
崇
拝
が
語
ら
れ
て
い
る
。
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内
箴
曰
。
左
徹
慕
聖
。
刻
像
而
拝
軒
皇
。
勾
践
思
賢
。
鋳
金
而
模
范

蠡
。

（
「
内
九
箴
篇
第
六
」
答
外
九
迷
論
建
造
像
塔
二
）

宋
代
類
書
の
『
事
物
紀
原
』
に
も
、
勾
践
を
以
て
鋳
像
の
起
源
と
し
、
そ

の
像
を
范
蠡
の
も
の
と
す
る
記
事
が
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
は
、『
弁
正
論
』

か
ら
『
唐
鏡
』
に
持
ち
込
ま
れ
た
も
の
だ
ろ
う
。

史
記
曰
。
范
蠡
越
王
勾
踐
之
相
也
。
既
雪
会
稽
之
恥
。
乃
乗
扁
舟
泛

五
湖
越
王
思
之
。
鋳
為
其
像
。
則
金
為
人
。
始
於
勾
践
也
。

（
『
事
物
紀
原
』
巻
十
「
金
人
」
）

（
十

五
）

仏
教
史
的
記
述
の
み
な
ら
ず
、
こ
う
し
た
記
事
を
も
『
弁
正
論
』
か
ら

採
り
入
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
や
は
り
『
唐
鏡
』
の
作
者
藤
原
茂
範
は
、

『
弁
正
論
』
に
か
な
り
強
い
関
心
を
持
っ
て
お
り
、
『
唐
鏡
』
の
各
所
に

『
弁
正
論
』
か
ら
得
た
知
識
を
利
用
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た

仏
教
史
以
外
の
記
述
に
お
い
て
も
、
『
弁
正
論
』
が
利
用
さ
れ
て
い
る
例

に
つ
い
て
見
て
お
き
た
い
。

伏
羲
氏
と
申
侍
し
帝
皇
は
、
ｃ
木
徳
な
り
。
ａ
御
母
は
華
胥
と
申
き
。

雷
沢
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
て
、
太
人
の
迹
を
履
て
、
帝
を
む
み
た
て
ま

つ
れ
り
。
姓
は
風
な
り
。
虵
の
身
に
て
、
人
の
首
ま
し
ま
し
き
。
木

徳
に
て
、
百
王
の
先
た
り
。
位
東
方
に
あ
り
て
、
春
日
の
明
を
つ
か

さ
ど
り
給
ゆ
へ
に
、
太
昊
と
申
き
。
ｆ
龍
図
を
受
て
、
景
龍
の
瑞
あ

り
き
。
龍
を
も
て
紀
し
て
、
宮
の
号
を
は
龍
師
と
い
ひ
き
。
ｄ
琴
と

い
ふ
楽
器
は
、
四
十
五
弦
に
て
、
長
八
尺
一
寸
、
こ
の
帝
の
つ
く
り

た
ま
へ
る
也
。
ｆ
嫁
娶
の
礼
も
、
こ
の
御
時
そ
は
し
ま
れ
り
。
始
て

八
卦
を
作
り
給
て
、
ｇ
縄
を
結
て
、
網
罟
と
し
て
、
漁
撈
を
も
し
た

ひ
き
。
犠
牲
を
と
り
て
庖
厨
に
ほ
た
れ
し
ゆ
へ
に
、
包
犠
氏
と
も
申

き
。
ｃ
伏
羲
氏
の
天
下
を
王
た
る
、
始
て
八
卦
を
書
き
、
書
契
を
造

て
、
縄
を
結
し
政
に
代
た
り
。
ｅ
是
に
由
て
、
文
籍
生
と
い
へ
り
。

ｂ
御
在
位
一
百
一
十
年
、
山
陽
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
、
を
く
り
た
て
ま

つ
り
き
。

（
巻
一
「
蛇
身
人
首
事
」「
受
竜
図
事
」
「
嫁
聚
礼
事
」「
八
卦
事
」）

こ
れ
は
『
唐
鏡
』
巻
一
冒
頭
の
記
事
で
あ
る
。
三
皇
に
関
す
る
記
述
に

関
し
て
は
、
「
恐
ら
く
は
、
両
書
（
森
田
注
「
三
皇
本
紀
」
お
よ
び
『
帝

王
世
紀
』

（
十

六
））
を
併
せ
参
考
に
供
し
な
が
ら
、
こ
の
伏
犠
・
神
農
の
記

事
は
編
述
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
、
晋
・
皇
甫

謐
『
帝
王
世
紀
』
や
唐
・
司
馬
貞
補
『
史
記
』
「
三
皇
本
紀
」
に
拠
る
と

こ
ろ
が
多
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
た

（
十

七
）。
ま
た
、
『
唐
鏡
』
は
、
例

え
ば
、
右
掲
の
伏
羲
の
記
事
の
冒
頭
で
「
伏
羲
氏
と
申
侍
し
帝
皇
は
、
木

徳
な
り
」
と
、
五
行
の
徳
を
あ
て
て
紹
介
し
、
末
尾
で
は
「
御
在
位
一
百

一
十
年
、
山
陽
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
、
を
く
り
た
て
ま
つ
り
き
」
と
し
て
、

そ
の
在
位
期
間
を
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
各
王
朝
の
五
行
、
代
数
、
お
よ

び
期
間
な
ど
を
逐
一
紹
介
す
る
。
こ
の
構
成
は
、
こ
れ
以
降
の
各
王
朝
で

も
継
承
さ
れ
、
殷
代
も
、
「
こ
の
次
国
を
ば
、
殷
と
号
す
。
水
徳
。
」
「
湯

帝
よ
り
、
こ
の
紂
に
い
た
る
ま
で
、
卅
主
、
あ
は
せ
て
六
百
廿
九
年
な
り
」

と
あ
る
。
こ
う
し
た
『
唐
鏡
』
の
記
述
方
法
に
は
、『
明
文
抄
』「
帝
道
部
」

の
「
殷
・
水
徳
。
帝
成
湯
咸
夏
立
国
号
。
三
十
主
六
百
廿
九
年
。
」
の
よ

う
な
記
述
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
『
明
文
抄
』

も
看
過
す
べ
か
ら
ざ
る
影
響
を
与
え
て
い
る

（
十

八
）。
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以
下
に
、
先
掲
の
『
唐
鏡
』
の
伏
羲
の
箇
所
に
関
わ
る
諸
書
の
該
当
箇

所
を
あ
げ
た
。

ａ
大
皡
帝
庖
犠
氏
。
風
姓
也
。
母
曰
華
胥
。
燧
人
之
世
。
有
大
人
之
迹

出
於
雷
沢
之
中
。
華
胥
履
之
。
生
庖
犠
於
成
紀
。
蛇
身
人
首
。
有
聖

徳
。
為
百
王
先
。
帝
出
於
震
。
未
有
所
因
。
故
位
在
東
。
主
春
。
象

日
之
明
。
是
以
称
大
皡
。
一
号
黄
熊
氏
。

（
『
礼
記
正
義
』
月
令
第
六
所
引
『
帝
王
世
紀
』
）

（
十

九
）

ａ
太
昊
帝
庖
犠
氏
。
風
姓
也
。
蛇
身
人
首
。
有
聖
徳
。
都
陳
。
作
瑟
三

十
六
絃
。
燧
人
氏
没
。
庖
犠
氏
代
之
。
継
天
而
生
。
首
徳
於
木
。
為

百
王
先
。
帝
出
於
震
。
未
有
所
因
。
故
位
在
東
方
主
春
。
象
日
之
明
。

是
称
太
昊
。
制
嫁
娶
之
礼
。
取
犠
牲
以
充
庖
厨
。
故
号
曰
庖
犠
皇
。

後
世
音
謬
故
。
或
謂
之
密
犠
（
一
解
云
宓
古
伏
字
。
後
誤
以
宓
為
密

故
号
曰
宓
犠
）
。
一
号
雄
皇
氏
。
在
位
一
百
一
十
年
。

（
『
太
平
御
覧
』
巻
七
十
八
所
引
『
皇
王
世
紀
』
）

（
二

十
）

ｂ
太
皥
庖
犠
氏
。
風
姓
。
代
燧
人
氏
継
天
而
王
。
母
曰
華
胥
。
履
大
人

迹
於
雷
沢
而
生
庖
犠
於
成
紀
。
蛇
身
人
首
（
按
伏
犠
風
姓
。
出
国
語
。

其
華
胥
已
下
出
帝
王
代
紀
。
然
雷
沢
沢
名
即
舜
所
漁
之
地
。
在
済
陰
。

其
成
紀
亦
地
名
。
按
天
水
有
成
紀
県
）
。
有
聖
徳
。
仰
則
観
象
於
天
。

俯
則
観
法
於
地
。
旁
観
鳥
獣
之
文
与
地
之
宜
。
近
取
諸
身
。
遠
取
諸

物
。
始
画
八
卦
。
以
通
神
明
之
徳
。
以
類
万
物
之
情
。
造
書
契
。
以

代
結
縄
之
政
。
於
是
始
制
嫁
娶
。
以
儷
皮
為
礼
（
按
譙
周
古
史
考
。

伏
犠
制
嫁
娶
。
以
儷
皮
為
礼
也
）
結
網
罟
以
教
佃
漁
。
故
曰
宓
犠
氏

（
按
事
出
漢
書
厯
志
。
宓
音
伏
）
。
養
犠
牲
。
以
庖
犠
。
有
竜
瑞
。

以
竜
紀
官
。
号
曰
竜
師
。
作
二
十
五
絃
之
瑟
。
木
徳
王
。
注
春
令
。

故
易
称
帝
出
于
震
。
月
令
孟
春
。
其
帝
太
皥
是
也
（
按
位
在
東
方
。

像
日
之
明
。
故
称
太
皥
皥
明
也
）
都
於
陳
。
東
封
太
山
。
立
一
百
一

十
一
年
崩
（
按
皇
甫
謐
伏
犠
葬
南
郡
。
或
曰
冢
在
山
陽
高
平
之
西
也
）

（
『
史
記
』
三
皇
本
紀
第
二
）
（

二
十

一
）

ｃ
大
昊
伏
羲
氏
。
木
徳
。
在
位
百
十
年
。
蛇
身
人
首
。
是
時
始
有
甲
暦

書
八
卦
。
造
書
契
。
作
瑟
。
制
嫁
娶
礼
。
分
九
州
。

（
『
明
文
抄
』
巻
一
「
帝
道
部
」
）

ｃ
の
『
明
文
抄
』
を
基
礎
と
し
て
、
『
帝
王
世
紀
』
や
『
史
記
』「
三
皇

本
紀
」
な
ど
で
増
補
を
行
え
ば
、
『
唐
鏡
』
の
記
事
は
、
ほ
ぼ
構
築
可
能

で
あ
る
。
た
だ
し
、
ｄ
・
ｅ
の
よ
う
な
箇
所
は
、『
明
文
抄
』
や
『
史
記
』

な
ど
よ
り
も
『
唐
鏡
』
に
近
い
も
の
が
他
の
類
書
な
ど
に
存
在
し
、
他
書

も
参
照
さ
れ
て
い
る
ら
し
い
。

ｄ
謹
按
世
本
宓
羲
作
瑟
。
八
尺
二
寸
。
四
十
五
絃

（
『
風
俗
通
義
』
巻
六
）

（
二

十
二

）

ｄ
帝
王
世
紀
曰
。
伏
犧
作
瑟
。
三
十
六
弦
。
長
八
尺
一
寸
。

（
『
初
学
記
』
巻
九
「
帝
王
部
」
）

（
二

十
三

）

ｅ
尚
書
序
曰
。
伏
犧
氏
之
王
天
下
也
。
始
画
八
卦
。
造
書
契
。
以
代
結

縄
之
政
。
由
是
文
籍
生
焉
。

（
『
初
学
記
』
巻
九
「
帝
王
部
」）
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そ
し
て
、
儒
仏
道
三
教
の
優
劣
を
論
じ
る
『
弁
正
論
』「
三
教
治
道
篇
」

冒
頭
部
に
は
、
儒
教
的
教
養
を
身
に
つ
け
た
知
識
人
と
思
わ
れ
る
「
上
痒

の
公
子
」
が
、
天
地
未
分
の
時
代
か
ら
の
中
国
を
概
観
す
る
場
面
が
あ
り
、

陳
子
良
の
詳
細
な
注
が
施
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
先
に
示
し
た
『
唐
鏡
』

の
う
ち
、
ｆ
「
龍
図
を
受
て
、
景
龍
の
瑞
あ
り
き
。
龍
を
も
て
紀
し
て
、

宮
の
号
を
は
龍
師
と
い
ひ
き
」
は
、
こ
の
陳
子
良
注
（
大
括
弧
で
示
し
た
）

所
引
の
『
六
芸
論
』
を
参
照
し
て
い
る
ら
し
い
の
で
あ
る
。

ｆ
次
則
蛇
躯
牛
首
之
聖
［
六
芸
論
云
。
太
昊
帝
庖
犠
氏
姓
風
。
蛇
身
人

首
。
有
聖
徳
。
燧
人
歿
宓
羲
皇
生
。
其
世
有
五
十
九
姓
。
羲
皇
始
序

制
。
作
法
度
。
皆
以
木
徳
王
也
。
制
嫁
娶
之
礼
。
受
竜
図
。
以
竜
紀

官
。
故
曰
竜
師
。
在
位
合
一
万
一
千
一
十
二
年
。
炎
帝
神
農
氏
姓
姜
。

人
身
牛
首
。
有
火
瑞
。
即
以
火
徳
王
。
有
七
世
合
五
百
年
也
］

（
『
弁
正
論
』「
三
教
治
道
篇
」）

『
帝
王
世
紀
』
の
佚
文
の
中
で
は
「
皇
甫
謐
帝
王
世
紀
曰
。
太
昊
庖
犠

氏
。
風
姓
。
有
景
竜
之
瑞
。
故
以
竜
紀
官
。
」
（
『
初
学
記
』
巻
三
十
「
鱗

介
部
」
）
が
最
も
近
い
が
、
伏
羲
が
「
竜
図
を
受
け
」
て
と
す
る
も
の
は

管
見
の
限
り
で
は
、『
弁
正
論
』
所
引
『
六
芸
論
』
の
み
で
あ
る
。
ま
た
、

ｇ
「
縄
を
結
て
、
網
罟
と
し
て
、
漁
撈
を
も
し
た
ひ
き
。
犠
牲
を
と
り
て

庖
厨
に
ほ
た
れ
し
ゆ
へ
に
、
包
犠
氏
と
も
申
き
」
も
『
弁
正
論
』
所
引
の

も
の
と
よ
く
一
致
す
る

（
二

十
四

）。

ｇ
教
畋
漁
以
済
俗
。
作
耒
耜
以
資
民
［
六
芸
論
云
。
宓
羲
氏
為
網
罟
以

畋
以
漁
。
取
犠
牲
以
充
庖
廚
。
故
曰
庖
犠
氏
。
神
農
断
木
為
耜
。
揉

木
為
耒
始
教
天
下
種
五
穀
。
故
号
為
神
農
氏
］

（
『
弁
正
論
』「
三
教
治
道
篇
」）

さ
ら
に
、
前
稿
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
伏
羲
に
続
く
女
媧
に
つ
い
て
は
、

そ
の
記
事
の
ほ
と
ん
ど
を
『
弁
正
論
』
に
拠
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
末

尾
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
っ
た
。
先
述
の
『
帝
王
世
紀
』
や
『
明

文
抄
』
に
も
類
す
る
記
述
が
あ
る
が
、
『
唐
鏡
』
と
は
や
や
異
な
っ
て
い

る
。

こ
の
女
媧
よ
り
無
懐
氏
に
い
た
る
ま
で
十
五
代
は
、
皆
伏
羲
の
号
を

襲
た
ま
ひ
て
、
木
徳
な
り
。
合
て
一
万
一
千
一
十
二
年
と
ぞ
う
け
た

ま
は
り
し
。

（
『
唐
鏡
』
巻
一
「
宝
吉
祥
権
化
事
」）

無
懐
氏
凡
十
五
世
。
皆
襲
包
犠
之
号
。

（
『
太
平
御
覧
』
巻
七
十
八
所
引
『
帝
王
世
紀
』
）

在
位
百
四
十
年
。
五
代
相
承
。
都
七
千
一
百
八
十
七
。

（
『
明
文
抄
』
巻
一
「
帝
道
部
」）

一
方
、『
弁
正
論
』
を
見
る
と
、
先
掲
の
『
六
芸
論
』
引
用
箇
所
（
ｆ
）

に
「
皆
以
木
徳
王
也
」
「
在
位
合
一
万
一
千
一
十
二
年
」
と
、
伏
羲
以
降

の
五
十
九
姓
は
全
て
木
徳
に
該
当
す
る
と
し
、
次
の
神
農
ま
で
「
合
一
万

一
千
一
十
二
年
」
で
あ
っ
た
と
す
る
記
載
が
見
え
る
。
『
唐
鏡
』
で
は
、

伏
羲
と
女
媧
の
時
代
を
区
別
し
な
い
た
め
、
『
明
文
抄
』
の
ご
と
き
女
媧

単
独
の
計
算
方
法
で
は
な
く
、
こ
の
『
弁
正
論
』
所
引
『
六
芸
論
』
の
数

値
に
従
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。『
弁
正
論
』
所
引
の
『
六
芸
論
』
も
ま
た
、『
明
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文
抄
』
や
『
帝
王
世
紀
』
と
同
様
に
、
拠
る
べ
き
作
品
と
し
て
認
識
さ
れ

て
い
た
ら
し
い
。

三
皇
の
最
後
、
神
農
を
見
て
も
、
や
は
り
他
の
二
皇
同
様
に
複
数
の
書

物
を
集
成
し
た
感
が
強
い
が
、
「
又
、
耒
耜
を
つ
く
り
て
天
下
に
教
て
五

穀
を
播
種
し
め
給
、
ゆ
へ
に
神
農
と
は
申
す
な
り
」
に
は
、
先
掲
の
『
弁

正
論
』
の
『
六
芸
論
』
引
用
箇
所
（
ｇ
）
か
ら
「
神
農
断
木
為
耜
。
揉
木

為
耒
始
教
天
下
種
五
穀
。
故
号
為
神
農
氏
」
が
利
用
さ
れ
て
い
る
。

上
記
以
外
の
『
弁
正
論
』
「
三
教
治
道
篇
」
に
見
え
る
『
六
芸
論
』
の

引
用
は
、
他
に
も
以
下
の
三
箇
所
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
軒
皇
に
関
す
る
ｊ

を
除
き
、
『
唐
鏡
』
中
に
対
応
す
る
記
述
が
あ
り
、
ｆ
か
ら
ｊ
の
計
五
カ

所
中
四
カ
所
が
『
唐
鏡
』
に
翻
訳
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

ｈ
設
雲
官
而
陳
鳥
紀
［
六
芸
論
云
。
軒
皇
有
景
雲
之
瑞
。
用
雲
紀
官
。

少
昊
帝
有
鳳
鳥
之
瑞
。
故
以
鳥
名
官
焉
］

こ
の
御
時
、
鳳
凰
の
瑞
あ
り
て
、
鳥
を
も
て
官
を
紀
す
。

（
『
唐
鏡
』
巻
一
「
鳳
凰
瑞
事
」）

ｉ
鋳
器
服
牛
乗
馬
。
営
宮
室
垂
衣
裳
。
為
杵
臼
置
舟
檝
。
模
鳥
跡
以
造

文
字
。
因
化
通
而
裁
礼
楽
［
六
芸
論
云
。
黄
帝
佐
官
有
七
人
。
蒼
頡

造
書
字
。
大
撓
造
甲
子
。
隷
首
造
算
数
。
容
成
造
暦
。
岐
伯
造
医
方
。

鬼
臾
区
造
占
候
。
奚
仲
造
車
、
作
律
管
、
興
墠
壇
礼
也
］

又
佐
官
七
人
あ
り
き
。
蒼
頡
は
書
字
を
造
り
、
大
撓
は
甲
子
を
造
り
、

隷
首
は
算
数
を
造
り
、
容
成
暦
を
造
り
、
岐
伯
は
医
方
を
造
り
、
鬼

臾
区
は
占
侯
を
造
り
、
奚
仲
は
車
を
造
れ
り
。

（
『
唐
鏡
』
巻
一
「
三
公
事
」
）

ｊ
珠
衡
日
角
之
皇
［
六
芸
論
云
。
軒
皇
姓
公
孫
二
十
五
月
而
生
。
有
珠

衡
日
角
之
相
。
以
土
徳
王
天
下
。
建
寅
月
為
歳
首
。
生
子
二
十
五
人
。

有
十
二
姓
。
凡
十
三
世
。
合
治
一
千
七
十
二
年
。
夢
受
帝
籙
。
遂
与

天
老
巡
河
而
受
之
。
得
河
図
書
師
於
牧
馬
小
童
拝
広
成
丈
人
於
崆
峒

山
。
帝
王
世
紀
云
三
皇
之
世
。
合
二
万
二
百
九
十
七
年
也
］

こ
の
『
六
芸
論
』
は
、『
隋
書
』
「
経
籍
志
」
に
「
六
芸
論
一
巻
鄭
玄

撰
」
と
あ
っ
て
、
後
漢
の
鄭
玄
の
著
と
い
う
。『
旧
唐
書
』「
経
籍
志
」
、『
新

唐
書
』「
芸
文
志
」
に
も
著
録
さ
れ
る
が
、『
宋
史
』
に
は
見
え
ず
、
散
佚

し
た
ら
し
い

（
二

十
五

）。
日
本
で
は
『
日
本
国
見
在
書
目
録
』
に
見
え
て
い

る
が
、
藤
原
茂
範
が
『
六
芸
論
』
を
実
見
で
き
た
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。

試
み
に
『
後
知
不
足
齋
叢
書
』
の
陳
鱣
輯
本
を
見
て
も
、
『
弁
正
論
』
所

収
箇
所
以
外
は
利
用
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
『
唐
鏡
』
は
『
弁
正
論
』
か
ら

『
六
芸
論
』
を
孫
引
き
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

平
澤
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、『
唐
鏡
』
に
は
、『
史
記
』「
三
皇
本
紀
」

や
『
帝
王
世
紀
』
の
利
用
が
顕
著
だ
っ
た
が
、
「
三
皇
本
紀
」
も
ま
た
、

そ
の
著
者
司
馬
貞
が
『
帝
王
世
紀
』
を
頻
繁
に
利
用
し
て
お
り
、
い
ず
れ

に
拠
っ
た
か
は
判
別
で
き
な
い
。
し
か
も
、
『
帝
王
世
紀
』
は
「
是
宋
代

已
開
始
散
佚
、
後
世
遂
不
得
見
」

（
二

十
六

）
と
言
わ
れ
、
相
当
に
早
く
に
散
佚

し
始
め
た
ら
し
く
、
『
六
芸
論
』
同
様
、
そ
の
現
物
を
茂
範
が
見
る
こ
と

が
で
き
た
か
は
疑
わ
し
い
。
上
述
の
通
り
、『
唐
鏡
』
は
、
『
太
平
御
覧
』

や
『
初
学
記
』
な
ど
、
複
数
の
書
物
を
参
照
し
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
孫
引

き
し
て
用
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
複
数
の
出
典
資
料
の
中
に
、
『
弁
正

論
』
も
、
あ
る
位
置
を
占
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
引
用
は
、
『
弁
正
論
』
の
中
で
は
、
陳
子
良
の
注

に
引
か
れ
た
も
の
で
、
内
容
的
に
も
、
著
者
法
琳
の
対
道
教
護
法
理
論
の

主
張
と
直
接
に
は
ほ
と
ん
ど
関
わ
ら
な
い
箇
所
で
あ
る
。
前
稿
で
指
摘
し

た
、
伏
羲
女
媧
菩
薩
説
や
三
聖
菩
薩
説
に
お
け
る
受
容
例
な
ど
と
は
質
的

な
差
違
が
大
き
い
。
前
稿
で
は
、
『
弁
正
論
』
の
頻
繁
な
利
用
を
作
者
茂

範
の
仏
教
史
へ
の
関
心
を
示
す
も
の
と
し
て
理
解
し
た
が
、
本
稿
の
上
記

の
例
は
そ
れ
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
。
司
馬
遷
に
よ
る
『
史
記
』
は
「
五

帝
本
紀
」
か
ら
始
ま
り
「
三
皇
本
紀
」
を
欠
く
た
め
、
他
書
に
拠
る
こ
と

は
致
し
方
の
な
い
こ
と
で
も
あ
る
が
、『
唐
鏡
』
に
は
、
三
皇
に
関
し
て
、

伏
羲
・
女
媧
・
神
農
を
三
皇
と
す
。
鄭
玄
が
説
也
。
伏
羲
・
神
農
・

黄
帝
を
三
皇
と
す
。
こ
れ
は
孔
安
国
が
説
な
り
。
燧
人
・
伏
羲
・
神

農
を
三
皇
と
す
。
白
虎
通
の
説
な
り
。

（
巻
一
「
三
皇
説
事
」）

と
、
『
六
芸
論
』
の
作
者
と
さ
れ
る
鄭
玄
の
説
を
紹
介
し
て
い
る
。
こ
の

「
鄭
玄
が
説
」
の
典
拠
は
定
か
で
は
な
い
が
、
『
唐
鏡
』
が
、
伏
羲
・
女

媧
・
神
農
に
関
す
る
記
述
を
中
心
に
、
『
六
芸
論
』
を
利
用
し
て
い
る
の

も
、
こ
う
し
た
説
を
前
提
に
、
鄭
玄
の
手
に
な
る
と
い
う
『
六
芸
論
』
を

三
皇
の
事
跡
に
関
し
て
、
積
極
的
に
採
用
し
た
の
で
あ
ろ
う

（
二

十
七

）。

前
稿
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
『
唐
鏡
』
に
は
『
弁
正
論
』
の
引
用
す
る

多
く
の
偽
経
（
『
天
地
経
』
『
老
子
化
胡
経
』
な
ど
）
や
偽
書
（
『
周
書
異

記
』
な
ど
）
が
そ
の
ま
ま
利
用
さ
れ
て
い
た
。
本
稿
第
二
章
で
見
た
箇
所

も
『
集
古
今
仏
道
論
衡
』
『
法
苑
珠
林
』
な
ど
か
ら
『
漢
法
本
内
伝
』
や

『
呉
書
』
な
ど
の
偽
書
の
引
用
箇
所
を
孫
引
き
す
る
形
で
利
用
し
て
い
る
。

『
弁
正
論
』
所
引
の
『
六
芸
論
』
の
利
用
も
、
『
弁
正
論
』
が
、
そ
の
引

書
の
豊
富
さ
か
ら
、
例
え
ば
『
初
学
記
』
な
ど
と
と
も
に
、
類
書
的
性
格

の
書
物
と
し
て
も
認
識
さ
れ
、
『
唐
鏡
』
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

も
の
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
仏
教
史
以
外
の
箇
所
に
用
い
ら
れ
た

こ
う
し
た
例
を
見
て
も
、
茂
範
の
『
弁
正
論
』
へ
の
信
頼
が
わ
か
る
。

『
唐
鏡
』
は
、
先
述
の
通
り
、
他
の
箇
所
で
は
根
本
史
料
と
し
て
利
用

し
て
い
る
正
史
を
、
仏
教
史
に
関
し
て
は
あ
え
て
採
用
せ
ず
、『
弁
正
論
』

や
『
明
文
抄
』
を
中
心
に
採
用
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、『
弁
正
論
』
や
『
明

文
抄
』
に
記
事
を
持
た
ず
、
そ
れ
ら
に
拠
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、

唐
代
に
成
っ
た
護
法
理
論
書
を
中
心
に
諸
書
か
ら
記
事
を
拾
い
集
め
て
、

『
唐
鏡
』
の
中
に
持
ち
込
ん
で
い
た
。
こ
の
事
実
は
、
著
者
茂
範
に
、『
唐

鏡
』
に
、
一
貫
し
た
中
国
仏
教
史
を
叙
述
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
あ
っ
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
『
唐
鏡
』
の
根
源
的
発
想
に
あ
る
、
こ
う
し
た
仏

教
史
へ
の
関
心
は
軽
視
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
知
識
の
背
景
に
は
、

『
弁
正
論
』
を
中
心
と
す
る
唐
代
の
護
法
理
論
書
の
影
響
が
少
な
か
ら
ず

見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

［
注
］

（
一
）
平
澤
五
郎
「
唐
鏡
の
伝
本
及
び
出
典
考
」
『
斯
道
文
庫
研
究
』
四
（
一
九

六
五
年
三
月
）

（
二
）
小
田
切
文
洋
ａ
「
『
唐
鏡
』
に
お
け
る
漢
籍
受
容
の
一
考
察
―

中
世
日

本
の
歴
史
叙
述
と
漢
文
世
界
」
『
国
際
関
係
研
究
（
国
際
文
化
編
）
』
二
〇
-

二
（
一
九
九
九
年
十
二
月
）
、
お
よ
び
同
ｂ
「
『
唐
鏡
』
に
お
け
る
漢
籍
受
容

の
一
考
察
（
続
）
」
『
桜
文
論
叢
』
五
一
（
二
〇
〇
〇
年
八
月
）
、
山
田
尚
子

ａ
「
『
唐
鏡
』
考
―

歴
史
物
語
と
し
て
の
側
面
を
め
ぐ
っ
て
―

」『
中
国

故
事
受
容
論
考
古
代
中
世
日
本
に
お
け
る
継
承
と
展
開
』（
勉
誠
出
版
・
二

〇
〇
九
年
）
お
よ
び
同
ｂ
「
拡
大
す
る
范
蠡
像
―
商
人
と
釣
翁
―

」（
同
）
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（
三
）
『
唐
鏡
』
の
引
用
は
中
世
文
芸
叢
書
『
松
平
文
庫
本

唐
鏡
』
に
よ
る
。

ま
た
、
他
書
も
含
め
、
引
用
に
際
し
て
は
、
漢
字
を
通
行
の
も
の
に
改
め
、

句
読
点
等
を
適
宜
加
え
た
。

（
四
）
『
歴
代
三
宝
紀
』
の
引
用
は
大
正
新
脩
大
蔵
経
に
よ
る
。

（
五
）
『
破
邪
論
』
の
引
用
は
大
正
新
脩
大
蔵
経
に
よ
る
。

（
六
）『
明
文
抄
』
の
引
用
は
群
書
類
従
に
よ
る
。
括
弧
内
は
小
字
に
よ
る
割
注
。

（
七
）
常
盤
大
定
「
漢
明
求
法
説
の
研
究
」
『
東
洋
学
報
』
一
〇

－

一
（
一
九
二

〇
年
一
〇
月
）
に
簡
潔
な
一
覧
表
が
あ
る
。『
歴
代
三
宝
紀
』
を
承
け
た
『
大

唐
内
典
録
』
、
『
祖
庭
事
苑
』
な
ど
に
も
類
似
の
形
態
を
指
摘
で
き
る
。

（
八
）
先
に
見
た
秦
の
始
皇
帝
の
記
事
で
は
『
明
文
抄
』
は
出
典
を
注
記
し
て
い

な
か
っ
た
が
、
同
じ
く
『
歴
代
三
宝
紀
』
を
出
典
と
し
た
も
の
な
の
で
あ
ろ

う
。
た
だ
し
、
末
文
「
周
穆
王
五
十
三
年
、
壬
申
の
歳
、
仏
入
滅
の
後
、
永

平
七
年
に
至
ま
で
は
、
一
千
一
十
二
年
に
や
成
ぬ
ら
む
」
は
、
『
明
文
抄
』

に
も
『
歴
代
三
宝
紀
』
に
も
見
ら
れ
な
い
。
他
に
「
五
十
二
年
壬
申
の
と
し

二
月
十
五
日
、
仏
入
滅
し
給
。
御
年
七
十
九
」
（
『
唐
鏡
』
「
三
日
博
奕
事
」
）

も
『
明
文
抄
』「
仏
道
部
」
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
九
）
『
後
漢
書
』
の
引
用
は
『
後
漢
書
』
（
岩
波
書
店
・
吉
川
忠
夫
訓
注
）
に
よ

る
。

（
十
）
大
野
達
之
助
「
仏
教
伝
来
説
を
め
ぐ
る
周
書
異
記
考
」
『
日
本
歴
史
』
二

二
〇
（
一
九
六
六
年
九
月
）

（
十
一
）
『
集
古
今
仏
道
論
衡
』
の
引
用
は
大
正
新
脩
大
蔵
経
に
よ
る
。

（
十
二
）
『
法
苑
珠
林
』
引
用
は
大
正
新
脩
大
蔵
経
に
よ
る
。
他
に
『
集
神
州
三

宝
感
通
録
』
も
か
な
り
近
い
が
、
「
外
国
の
沙
門
」「
三
七
日
誠
を
至
し
て
求

請
に
」
「
仏
の
霊
骨
不
朽
に
し
て
」
な
ど
の
点
は
『
法
苑
珠
林
』
が
完
全
に

一
致
す
る
。

（
十
三
）
山
田
尚
子
前
掲
論
文
ｂ
に
詳
し
い
。

（
十
四
）
引
用
は
『
文
選
：
附
考
異
』（
芸
文
印
書
館
）
に
よ
る
。

（
十
五
）
『
事
物
紀
原
』
の
引
用
は
、
叢
書
集
成
初
編
に
よ
る
。

（
十
六
）
齊
魯
書
社
『
帝
王
世
紀
世
本
逸
周
書
古
本
竹
書
紀
年
』
に
佚
文
が

集
成
さ
れ
て
い
る
。

（
十
七
）
平
澤
五
郎
前
掲
注
（
一
）
論
文
。

（
十
八
）
山
田
尚
子
前
掲
注
（
二
）
論
文
ａ
。
な
お
、
『
水
鏡
』
も
同
じ
類
型
に

属
す
る
（
川
口
久
雄
「
王
朝
漢
文
学
の
終
末
と
変
容
」
『
平
安
朝
日
本
漢
文

学
史
の
研
究
増
訂
版
』（
明
治
書
院
・
一
九
六
四
年
）
）
。

（
十
九
）
『
礼
記
正
義
』
の
引
用
は
『
十
三
経
注
疏

：
附
校
勘
記
』
（
江
蘇
広
陵
古

籍
刻
印
社
）
に
よ
る
。

（
二
十
）
『
太
平
御
覧
』
の
引
用
は
『
太
平
御
覧
』
（
中
文
出
版
社
）
に
よ
る
。
括

弧
内
は
小
字
に
よ
る
割
注
。

（
二
十
一
）
『
史
記
』
「
三
皇
本
紀
」
は
司
馬
貞
に
よ
る
増
補
部
分
で
あ
り
、
司
馬

遷
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
引
用
は
叢
書
集
成
初
編
『
史
記
索
隠
（
四
）
』

に
よ
る
。
括
弧
内
は
小
字
に
よ
る
割
注
。

（
二
十
二
）
『
風
俗
通
義
』
の
引
用
は
叢
書
集
成
初
編
に
よ
る
。

（
二
十
三
）
『
初
学
記
』
の
引
用
は
『
初
学
記
』（
中
華
書
局
）
に
よ
る
。

（
二
十
四
）
『
初
学
記
』
巻
九
「
帝
王
部
」
「
帝
王
世
紀
曰
（
中
略
）
取
犧
牲
以
充

庖
厨
。
故
号
庖
犧
氏
」
、
『
史
記
』
三
皇
本
紀
「
結
網
罟
以
教
佃
漁
、
故
曰
宓

犧
氏
、
養
犧
牲
、
以
庖
犧
」
（
割
注
は
省
略
し
た
）
な
ど
も
比
較
的
近
い
。

（
二
十
五
）
王
謨
『
漢
魏
遺
書
鈔
』
、
馬
国
翰
『
玉
函
山
房
輯
佚
書
』
、
厳
可
均
『
全

上
古
三
代
秦
漢
三
国
六
朝
文
』
な
ど
に
諸
書
の
佚
文
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
二
十
六
）
齊
魯
書
社
『
帝
王
世
紀

世
本

逸
周
書

古
本
竹
書
紀
年
』
「
校

點
後
記
」

（
二
十
七
）
同
様
の
三
皇
説
は
唐
・
司
馬
貞
補
『
史
記
』
「
三
皇
本
紀
」
に
も
見

え
る
。
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［
付
記
］

本
論
文
は
、
二
〇
一
一
年
度
南
山
大
学
パ
ッ
ヘ
研
究
奨
励
金
Ⅰ
-
Ａ
-
２
に
よ
る

研
究
成
果
で
あ
る
。

（
も
り
た
た
か
ゆ
き
・
南
山
大
学
人
文
学
部
講
師
）


